
 

発議第 １６ 号 

 

 

警察官の増員に関する意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年１０月４日提出 

         提出者 

流山市議会議員 中川 弘 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 加藤 啓子 

〃    中村 彰男 

 

 

 

  



 

警察官の増員に関する意見書 

 

流 山 市 は 首 都 圏 に 位 置 し 、 つ く ば エ ク ス プ レ ス 開 業 と そ れ に 伴 う 大 規

模 な 区 画 整 理 事 業 の 進 展 に よ り 、 人 口 減 少 時 代 に あ り な が ら 人 口 増 が 続

い て おり 昨 年 の 人 口 増加 率 は ２ ． ０ ８％ で 県 内 １ 位 とな っ た 。  

本 市 を め ぐ る 治 安 情 勢 に つ い て は 、 近 年 は 刑 法 犯 認 知 件 数 こ そ 減 少 傾

向 を 示 し て い る も の の 、 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ が 醸 成 過 程 に あ る 人 口 急 増 地

域 の 集 合 住 宅 へ の 空 き 巣 や 忍 び 込 み 、 自 動 車 盗 や オ ー ト バ イ 盗 が 急 増 し

て い る。ま た、ス ト ー カー 事 案 、配 偶 者 から の 暴 力 事 案 等の 人 身 安 全 関 連

事 案 は 引 き 続 き 増 加 し て お り 本 年 ４ 月 の 人 事 異 動 で は 対 応 を 強 化 す る た

め、子 ど も 女 性安 全 対 策課 内 に ２ ４ 時 間体 制 の「初 動 対 処班 」を 設置 さ れ

た と ころ で あ る が 予 断を 許 さ な い 状 況に あ る 。  

千 葉 県 警 察 に お い て は 、 平 成 １ ３ 年 度 以 降 ２ ， ０ ０ １ 人 の 警 察 官 の 増

員 を 得た と こ ろ で あ るが 、一 人当 た り の負 担 は 、人 口、刑 法 犯 認 知件 数 、

１ １ ０ 番 受 理 件 数 の い ず れ に お い て も 、 全 国 で 極 め て 重 い 状 況 が 続 い て

い る 。 本 市 の 位 置 す る 千 葉 県 は 我 が 国 最 大 の 国 際 空 港 で あ る 成 田 国 際 空

港 が あ り 、 そ の 警 備 負 担 が 重 い と い う 事 情 が あ る 。 市 民 が 期 待 す る 警 察

活 動 の 実 現 に は 、 本 市 を 所 轄 す る 流 山 警 察 署 の 警 察 官 数 を そ の 人 口 増 に

見 合 っ た も の と す べ き で あ り そ れ に は 千 葉 県 警 察 官 の 増 員 が 不 可 欠 で あ

る と 思慮 す る も の で ある 。  

よ っ て、国 に おい て は、行 財 政 事情 の 厳 しい 折 で は あ る が、千 葉 県の 事

情 に 特 段 の ご 配 慮 を 賜 り 、 県 勢 発 展 の 基 盤 で あ る 良 好 な 治 安 を 維 持 し 、

千 葉 県 民 ひ い て は 流 山 市 民 共 通 の 願 い で あ る 安 全 で 安 心 し て 暮 ら せ る 良

好 な 社 会 を 確 立 す る た め 、 千 葉 県 警 察 官 の 大 幅 な 増 員 が な さ れ る よ う 強

く 要 望す る 。  

以 上 、地 方 自 治 法 第 ９９ 条 の 規 定 に より 意 見 書 を 提 出す る 。  

 
平成２８年１０月４日  

 
衆議院議長   大島 理森 様  
参議院議長   伊達 忠一 様  
内閣総理大臣  安倍 晋三 様  
総務大臣    高市 早苗 様  
財務大臣    麻生 太郎 様  
国家公安委員長 松本 純 様  
警察庁長官   坂口 正芳 様  

 

千葉県流山市議会  



 

発議第 １７ 号 

 

 

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年１０月４日提出 

         提出者 

流山市議会議員 秋間 髙義 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 戸辺 滋 

〃    野村 誠 

〃    斉藤 真理 

 

 

 

 

 

  



 

チーム学校推進法の早期制定を求める意見書 

 

グローバル化や生産年齢人口の減少などの社会や経済の急速な変化、学

校現場が抱える課題が複雑化・多様化する中、貧困問題への対応や保護者

等からの要望への対応など、学校に求められる役割が拡大し、学校や教員

だけでは解決できない課題が増大しています。それに伴い、教員の勤務実

態に関する国内外の調査からも、我が国における教員の長時間勤務の実態

が明らかになっており、待ったなしの改革が必要です。 

教員が、総合的な指導を担う日本の学校の特徴を生かしつつ、複雑化・

困難化する課題に対応できる「次世代の学校」を構築していく必要がある

ことから、下記の項目について強く要望します。 

記 

１ 教職員体制の整備充実を図るとともに、専門職員や専門スタッフ等

が学校運営や教育活動に参画していく「チーム学校」の実現を図るた

め、チーム学校推進法を早期に成立をさせること。  

２ 教員が担うべき業務に専念し、子どもと向き合う時間を確保するた

め、学校や教員が携わってきた従来の業務を不断に見直し、教員の業

務の適正化を促進すること。  

３ 部活動は、教員の負担軽減を図りつつ、部活動の指導を充実するた

め、休養日の設定を徹底した上で、地域のスポーツ指導者や引退した

トップアスリート、退職教員、運動部や文化部所属の大学生等、地域

の幅広い協力を得て行えるよう、環境整備を進めること。 

４ 教員の長時間労働という働き方を見直し、心身ともに健康を維持で

きる職場づくりを推進するため、国は定期的な実態調査の実施やメン

タルヘルス対策の推進を図ること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２８年１０月４日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  伊達 忠一 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

文部科学大臣 松野 博一 様 

総務大臣   高市 早苗 様 

 

千葉県流山市議会  



 

発議第 １８ 号 

 

 

返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求め

る意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年１０月４日提出 

         提出者 

流山市議会議員 斉藤 真理 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 戸辺 滋 

〃    野村 誠 

〃    秋間 髙義 

 

 

  



 

返済不要の「給付型奨学金」の創設及び無利子奨学金の拡充を求める意見書 

 

現行の国の奨学金制度は、独立行政法人・日本学生支援機構を通じて学

生に貸与し、その返済金を次世代の奨学金の原資とする形で運営されてい

る。 

この奨学金制度は、国立大学、私立大学とも授業料が高止まりしている

ことなどが背景となって、利用者は２０１６年度大学生らの約４割にあた

る１３２万人と増加傾向にある一方、非正規雇用などによって卒業後の収

入が安定せず、奨学金の返済に悩む人が少なくない。 

そのような中、政府は６月２日に閣議決定した「ニッポン一億総活躍プ

ラン」において、返済不要の「給付型奨学金」の創設を検討することを盛

り込んだ。 

現在、ＯＥＣＤに加盟する３４か国のうち、給付型奨学金制度がないの

は日本とアイスランドだけである。 

よって政府においては、納税者である国民の理解も得つつ、学生が安心

して勉学に励めるよう、返済不要の「給付型奨学金」の創設や無利子奨学

金の拡充など具体的な経済支援策として、下記の事項について取り組むこ

とを強く求める。 

記 

１ 学ぶ意欲のある若者が経済的理由で進学を断念することがないよう、    

奨学金や授業料減免などの支援を拡充するとともに、貧困の連鎖を断ち

切るため、２０１７年度に給付型奨学金を創設すること。 

２ 無利子奨学金の貸与拡大をめざし、「有利子から無利子へ」の流れを

加速すること。 

３ 無利子奨学金の残存適格者を着実に解消すること。 

４ 返還月額が所得に連動する新所得連動返還型奨学金制度については、 

 制度設計を着実に進め、既卒者への適用も推進すること。併せて、現下 

の低金利環境を踏まえ、有利子奨学金の金利減免措置を検討すること。 

５ 奨学金が支給者本人に確実に渡る様な制度設計を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２８年１０月４日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  伊達 忠一 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

文部科学大臣 松野 博一 様 

 

千葉県流山市議会  

  



 

発議第 １９ 号 

 

 

イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ダ フ 屋 行 為 を 取 り 締 ま れ る よ う 関 係 法 規 及 び

条例等の改正を求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年１０月４日提出 

         提出者 

流山市議会議員 植田 和子 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 徳増 記代子 

〃    小田桐 仙 

〃    乾 紳一郎 

  



 

インターネット上のダフ屋行為を取り締まれるよう関係法規及び条例等の

改正を求める意見書 

 

「私たちは音楽の未来を奪うチケットの高額転売に反対します」と大きな文

字で書かれた意見広告が、８月２３日、朝日新聞、読売新聞の朝刊に掲載され

た。その内容として「コンサートのチケットを買い占めて不当に価格を釣り上

げて転売する個人や業者が横行している現状に、私たちは強い危機感を持っ

ています。これらの組織的・システム的に買い占めるごく少数の人たちのため

に、チケットが本当に欲しい数多くのファンの手に入らないことに強い憤り

を感じています。転売サイトで、入場できないチケットや偽造チケットが売ら

れるなどして、犯罪の温床となっていることにも憂慮しています」としている。 

この意見広告は、日本音楽制作者連盟、日本音楽事業者協会など４団体によ

るもので、サザンオールスターズ、嵐、ゆず、中島みゆきさんなど人気アーテ

ィスト１１６人、イベント２４団体が、賛同として名を連ねている。 

そもそも、コンサート等のチケット転売を取り締まる法令として、各都道府

県が定める迷惑行為等防止条例がある。千葉県では、「公衆に著しく迷惑をか

ける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第８条に入場券等の不当な売買

行為（ダフ屋行為）の禁止がうたわれているが、あくまで不特定の者に対する

転売目的の購入や売却を規制しているものの、価格については問題としてい

ない。また、「公共の場所」とは条例上、物理的な場所を想定しているものの、

インターネットオークションのようなインターネット上の取引の場での売買

に対する規制が不十分といえる。 

日本音楽業界では、ファンが適正価格で売買できるシステム作りなど独自の

努力はするものの、インターネットオークションの広がりや、若年者であって

もチケットの転売・購入が容易にできる環境があることから、業界独自の取り

組みにも限界がある。 

そこで、政府及び千葉県に対し、インターネット上のダフ屋行為を取り締ま

れるよう関係法規及び条例等の改正を行うことを要望する。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

２０１６年１０月４日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  伊達 忠一 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

法務大臣   金田 勝年 様 

千葉県知事  森田 健作 様 

 

千葉県流山市議会  

  



 

発議第 ２０ 号 

 

 

公的年金積立金の運用について、国民の不安を取り除くよう改善を

求める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年１０月４日提出 

         提出者 

流山市議会議員 徳増 記代子 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    小田桐 仙 

〃    乾 紳一郎 

 

 

  



 

公的年金積立金の運用について、国民の不安を取り除くよう改善を求める意見書 

 

国民がこつこつ支払っている国民年金や厚生年金の保険料のうち、まだ年

金給付に使われていない部分が年金の積立金で、原則２０歳以上の国民に年

金加入を義務付けている日本では、公的年金の積立金は、すべての国民にと

って文字通り ｢共通の財産 ｣といえる。 

ところが７月２９日、公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法

人（ＧＰＩＦ）は、２０１５年度の運用損益が５兆３０９８億円の赤字に転

落したと発表した。運用損益の資産別内訳をみると、国内株３兆４８９５億

円の赤字、外国株３兆２４５１億円の赤字、外国債券が６６００億円の赤字。

国内債券は２兆９４億円の黒字だった。 

政府は、公的年金の自主運用が始まった２００１年度以降で見ると、運用

資産額は１３４兆７４７５億円の黒字となっていること等をもって、「短期的

に判断すべきではない」としている。 

しかし、国民が支払う年金保険料などを原資とする積立金を５兆円超も失

ってしまったことは非常に許しがたく、老後の安心を保障する年金積立金を、

より危険にさらすようなことは国民の願いに反する。また、積立金のなかで

国内外株の運用比率は２４％から５０％へ倍増させる一方で、国内債券の比

率は６０％から３５％へと引き下げたＧＰＩＦの運用方針を転換した政治判

断も大幅な赤字を生み出した背景にあり、責任は逃れられない。 

国民は、将来の年金給付への影響に対する不安を強めている。また多くの

青年からは年金への信頼は大きく崩れている。そこで政府に対し、公的年金

積立金は、「株投機」に使うのでなく、国民の年金受給権の安定的な保障と、

信頼される年金制度の確立のために最優先に活用することを強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  

２０１６年１０月４日 

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  伊達 忠一 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 

 

千葉県流山市議会  



 

発議第 ２１ 号 

 

 

高齢者に耐え難い負担増をもたらす医療制度の改変は控えるよう求

める意見書について 

上記の議案を別紙のとおり、流山市議会会議規則第１４条第１項の規定

により提出します。 

平成２８年１０月４日提出 

         提出者 

流山市議会議員 乾 紳一郎 

 

 

 

賛成者 

流山市議会議員 植田 和子 

〃    徳増 記代子 

〃    小田桐 仙 

 

 

 

 

 

  



 

高齢者に耐え難い負担増をもたらす医療制度の改変は控えるよう求める意見書  
 
社会保障審議会医療保険部会が７月１４日に開かれ、７５歳以上が加入する

後期高齢者医療の窓口負担増や、７０歳以上の高齢者に対する自己負担限度額

（高額療養費制度）の引き上げに向けた議論をスタートさせた。  
この計画は、安倍内閣の「経済・財政再生計画」を背景に、後期高齢者の窓

口負担を１割から原則２割にし、高額療養費も「現役並み所得」とされる高齢

者を中心に現役世代と同水準まで引き上げることを狙っている。  
しかし、日本医師会は「７５歳以上の人の年金収入はそれほど多くない。一

気に負担を高くするのは反対だ」と強調し、全国市長会も、生活保護の受給世

帯が増え続けていると述べ、「高齢者の所得格差は現実としてある。低所得者

への配慮は十分、検討すべきだ」と表明されるなど、結論ありきでの議論は許

されない。  
７５歳以上の年金収入は基礎年金の満額水準（約８０万円）以下が約４割を

占め、６５歳以上の高齢者世帯では１６．８％が「貯蓄がない」、４割以上が

「貯蓄５００万円未満」（厚生労働省「２０１３年国民生活基礎調査の概況」）

となっている。さらなる負担増は、受診抑制をいっそうひどくし、生活破壊を

招くのは必至である。  
そこで、政府に対し、高齢者に耐え難い負担増を押し付ける医療制度の改変

は控えるよう求める。  
以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
 
２０１６年１０月４日  

 

衆議院議長  大島 理森 様 

参議院議長  伊達 忠一 様 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

厚生労働大臣 塩崎 恭久 様 
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オバマ米大統領の「核先制不使用」宣言の検討を支持する決議 

 

本市は、市制施行２０周年となる昭和６２年１月１日、「私たちは、平和

と繁栄を市民憲章にうたい、『豊かで活力ある文化都市』流山の実現をめざ

している。私たちの国は、世界でただひとつの被爆国として、広島・長崎

のいたましさと被爆者の苦しみをすべての人びとに訴え、人類共通の願い

である恒久平和を達成させなければならない。私たちは、日本国憲法の平

和精神にのっとり、武力による紛争をなくし非核三原則をまもり、すべて

の核兵器をすてることを訴え、世界平和確立のため、ここに平和都市を宣

言する。」と表明し、近年では市内小学生代表団の広島訪問、市民参加によ

る折り鶴づくりなど平和施策に取り組んできた。 

 この宣言や施策の取り組みに基づけば、８月１５日付ワシントン・ポス

トで、「オバマ政権幹部が核政策の見直しについて協議。核先制使用戦略を

見直し、「核先制不使用」の宣言や、国連安保理での核実験禁止決議に向け

た働きかけなどを検討している」「このほか、軍拡を招くと指摘されている、

新型の核巡航ミサイルなどの核兵器近代化計画についても見直しを検討」

という報道が事実ならば、本市にとって大いに歓迎すべきことである。 

 オバマ氏は大統領就任直後の２００９年のプラハ演説で「核なき世界」

を訴え、ノーベル平和賞を受賞している。また今年５月には現職の米大統

領として初めて被爆地・広島を訪問し、「米国のように核を保有する国々は、

恐怖の論理にとらわれず、核兵器なき世界を追求する勇気を持たなければ

ならない」と訴えており、これらの行動からも「核先制不使用」の方針は

政策的に合致している。さらに、８月１６日に開かれた核軍縮の縮小・撤

廃に向けた多国間交渉の前進をはかる国連作業部会では、核兵器禁止条約

の交渉を２０１７年にスタートさせることについて１００か国以上から支

持されていることも明らかになっており、国際的な流れを後押しするもの

といえる。 

 本市の平和都市宣言の実現につながるオバマ米大統領の「核先制不使用」

宣言の方針について、本市議会はこれを支持する。 

 以上、ここに決議する。 

 

２０１６年１０月４日 

 

千葉県流山市議会  

 


